
処分名 高額介護合算療養費の支給 

標準処理期間 １５０日 

根拠 法第８５条 

審査基準 法 

（高額介護合算療養費） 

第八十五条 後期高齢者医療広域連合は、一部負担金等の額（前条

第一項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相

当する額を控除して得た額）並びに介護保険法第五十一条第一項に

規定する介護サービス利用者負担額（同項の高額介護サービス費が

支給される場合にあつては、当該支給額を控除して得た額）及び同

法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額（同

項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支

給額を控除して得た額）の合計額が著しく高額であるときは、当該

一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養

費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた被保険者に

対し、高額介護合算療養費を支給する。 

２ 前条第二項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用

する。 

 

令 

（高額介護合算療養費の支給要件及び支給額） 

第十六条の二 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額

（以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」とい

う。）が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第四十三条の二第

一項に規定する支給基準額（以下この条において「支給基準額」と

いう。）を加えた額を超える場合に基準日被保険者に支給するもの

とし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算

定基準額を控除した額に介護合算按分率（第一号に掲げる額を、介

護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。）を乗じて

得た額に被保険者介護合算按分率（同号に規定する基準日被保険者

が受けた療養に係る同号に掲げる額を、同号に掲げる額で除して得

た率をいう。）を乗じて得た額とする。ただし、同号から第三号まで

に掲げる額を合算した額又は第四号及び第五号に掲げる額を合算

した額が零であるときは、この限りでない。 

一 基準日世帯被保険者が、計算期間において当該後期高齢者医療

広域連合の被保険者として受けた療養に係る次に掲げる額の合算



額（第十四条第一項から第三項まで若しくは第七項又は第十四条の

二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給

額を控除した額とする。） 

イ 当該療養（特定給付対象療養を除く。）に係る第十四条第一項第

一号イからヌまでに掲げる額を合算した額 

ロ 当該療養（特定給付対象療養に限る。）について、当該療養を受

けた者がなお負担すべき額を合算した額 

二 基準日世帯被保険者が計算期間における他の後期高齢者医療

広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る前号に規定す

る合算額 

三 基準日世帯被保険者が計算期間における組合員等（第十四条の

二第六項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。）で

あった間に受けた療養（前二号に規定する療養を除く。）又は当該組

合員等の被扶養者等（第十四条の二第七項に規定する被扶養者等を

いう。以下この条において同じ。）であった者が当該組合員等の被扶

養者等であった間に受けた療養について第一号に規定する合算額

に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した

額 

四 基準日世帯被保険者が計算期間に受けた居宅サービス等（介護

保険法施行令（平成十年政令第四百十二号）第二十二条の二の二第

一項に規定する居宅サービス等をいう。次項及び第六項において同

じ。）に係る同条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額（同項

の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当

該支給額を控除した額とする。） 

五 基準日世帯被保険者が計算期間に受けた介護予防サービス等

（介護保険法施行令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予

防サービス等をいう。次項及び第六項において同じ。）に係る同条第

二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額（同令第二十九条の二の

二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合

にあっては、当該支給額を控除した額とする。） 

２ 基準日被保険者が市町村民税世帯非課税者（基準日の属する月

における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯

主及び全ての世帯員が基準日の属する年度の前年度（第十六条の四

第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれ

かの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした

日の属する年度）分の地方税法の規定による市町村民税が課されな



い者（市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除さ

れた者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の

施行地に住所を有しない者を除く。）をいう。次条第一項第三号にお

いて同じ。）であり、かつ、老齢福祉年金の受給権を有している場合

であって、当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第一号から

第三号までに掲げる額及び当該基準日被保険者の被扶養者等が受

けた療養に係る同号に掲げる額並びに当該基準日被保険者が受け

た居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る同項第四号及び

第五号に掲げる額の合算額（以下この項において「老齢福祉年金受

給被保険者一部負担金等合算額」という。）が介護合算算定基準額に

支給基準額を加えた額を超え、かつ、老齢福祉年金受給被保険者一

部負担金等合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合

算按分率（当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第一号に掲

げる額を老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額で除して

得た率をいう。以下この項において同じ。）を乗じて得た額が、前項

の規定により当該基準日被保険者に対して支給されるべき高額介

護合算療養費の額を超えるときは、当該基準日被保険者に対して支

給される高額介護合算療養費の額は、同項の規定にかかわらず、老

齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額から介護合算算定基

準額を控除した額に介護合算按分率を乗じて得た額とする。ただ

し、当該基準日被保険者が受けた療養に係る同項第一号から第三号

までに掲げる額及び当該基準日被保険者の被扶養者等が受けた療

養に係る同号に掲げる額を合算した額又は当該基準日被保険者が

受けた居宅サービス等若しくは介護予防サービス等に係る同項第

四号及び第五号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限

りでない。 

３ 前二項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連

合の被保険者であった者（基準日において他の後期高齢者医療広域

連合の被保険者である者に限る。）に対する高額介護合算療養費の

支給について準用する。この場合において、第一項中「（第一号に掲

げる額」とあるのは「（基準日において同一の世帯に属する第三項に

規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被

保険者であった間に受けた療養に係る第一号に規定する合算額（以

下この項において「第三項被保険者一部負担金等世帯合算額」とい

う。）」と、「同号に規定する基準日被保険者が受けた療養に係る同号

に掲げる額を、同号に掲げる額」とあるのは「第三項に規定する者



が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であ

った間に受けた療養に係る第一号に規定する合算額を、第三項被保

険者一部負担金等世帯合算額」と、同項第一号中「基準日世帯被保

険者」とあるのは「基準日において他の後期高齢者医療広域連合の

被保険者である者（以下この条において「基準日被保険者」という。）

が基準日において属する世帯の当該他の後期高齢者医療広域連合

の被保険者（以下この条において「基準日世帯被保険者」という。）

と、「後期高齢者医療広域連合の」とあるのは「他の後期高齢者医療

広域連合（次号において「基準日後期高齢者医療広域連合」という。）

の」と、同項第二号中「他の」とあるのは「基準日後期高齢者医療

広域連合以外の」と、前項中「当該基準日被保険者が受けた療養に

係る前項第一号に掲げる額」とあるのは「次項に規定する者が計算

期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間

に受けた療養に係る前項第一号に規定する合算額」と読み替えるも

のとする。 

４ 計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者で

あった者（基準日において組合員等（国民健康保険の世帯主等であ

って被保険者である者を除く。）である者又は被扶養者等である者

に限る。）に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者又

は当該被扶養者等である者を基準日被保険者とみなして厚生労働

省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当

する額（以下この項から第六項までにおいて「通算対象負担額」と

いう。）を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額（第六項の七

十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上

介護合算算定基準額を控除した額（当該額が支給基準額以下である

場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定

につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。）をいう。）を

控除した額（以下この項及び次項第一号において「介護合算一部負

担金等世帯合算額」という。）が介護合算算定基準額に支給基準額を

加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一

部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介

護合算按分率を乗じて得た額に被保険者介護合算按分率を乗じて

得た額とする。ただし、第一項第一号から第三号までに係る通算対

象負担額を合算した額又は同項第四号及び第五号に係る通算対象

負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。 

５ 次の各号に掲げる前項の介護合算按分率及び被保険者介護合



算按分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。 

一 介護合算按分率 次のイに掲げる額（前項に規定する者が基準

日において被扶養者等である場合にあっては、次のロに掲げる額）

を次のハに掲げる額で除して得た率 

イ 前項に規定する者又は基準日において当該者の被扶養者等で

ある者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険

者であった間に受けた療養に係る通算対象負担額から次項の規定

により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額 

ロ 基準日において、前項に規定する者がその被扶養者等である組

合員等又は当該組合員等の被扶養者等である者が当該後期高齢者

医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る通算対象

負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額

を控除した額 

ハ 介護合算一部負担金等世帯合算額 

二 被保険者介護合算按分率 前項に規定する者が計算期間にお

ける当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた

療養に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額

介護合算療養費の額を控除した額を前号イに掲げる額（前項に規定

する者が基準日において被扶養者等である場合にあっては、同号ロ

に掲げる額）で除して得た率 

６ 通算対象負担額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以

後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等

に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより

算定した額（以下この項及び次項において「七十歳以上通算対象負

担額」という。）を合算した額（以下この項において「七十歳以上介

護合算一部負担金等世帯合算額」という。）が七十歳以上介護合算算

定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護

合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額

を控除した額に七十歳以上介護合算按分率を乗じて得た額に七十

歳以上被保険者介護合算按分率を乗じて得た額を高額介護合算療

養費として第四項に規定する者に支給する。ただし、第一項第一号

から第三号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額又

は同項第四号及び第五号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算

した額が零であるときは、この限りでない。 

７ 次の各号に掲げる前項の七十歳以上介護合算按分率及び七十

歳以上被保険者介護合算按分率は、それぞれ次の各号に定める率と



する。 

一 七十歳以上介護合算按分率 次のイに掲げる額（第四項に規定

する者が基準日において被扶養者等である場合にあっては、次のロ

に掲げる額）を次のハに掲げる額で除して得た率 

イ 第四項に規定する者又は基準日において当該者の被扶養者等

である者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保

険者であった間に受けた療養に係る七十歳以上通算対象負担額 

ロ 基準日において、第四項に規定する者がその被扶養者等である

組合員等又は当該組合員等の被扶養者等である者が当該後期高齢

者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る七十歳

以上通算対象負担額 

ハ 七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額 

二 七十歳以上被保険者介護合算按分率 第四項に規定する者が

計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であっ

た間に受けた療養に係る七十歳以上通算対象負担額を前号イに掲

げる額（第四項に規定する者が基準日において被扶養者等である場

合にあっては、同号ロに掲げる額）で除して得た率 

 


